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Ⅰ 人材育成基本方針改定趣旨 

 

少子高齢化の進展・生産年齢人口の減少をはじめ、個人のライフプラン・価値観の多様

化、大規模災害・感染症などの新たなリスクの顕在化、デジタル社会の進展等によりわが

町を取り巻く状況が大きく変化してきています。また、今後、若年労働力の絶対量が不足

し、経営資源が大きく制約されること等が想定される中、複雑・多様化する行政課題に対

応する上で、人材育成・確保の重要性は従前にも増して高まっています。特に、行政のデ

ジタル化による省力化・生産性の向上や新しい公共私間の協力関係の構築、それらを支え

る人材の育成・確保が急務です。 

また、近年、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）への対応や大規模災害・感染

症、公共インフラの老朽化、こども・子育て施策の充実など、足下の喫緊の課題に対応す

る中で、深刻な専門人材の不足に直面しています。大きく変化していく行政課題に対応す

るための人材育成や、外部人材の活用や広域での確保も含めた多様な人材の確保も重要で

す。さらに、働き手側の価値観の変化とも相まって、職員の能力を最大限に引き出し、職

員一人ひとりがやりがい・成長実感を得られ、多様な働き方を受け入れる職場環境づくり

が必須となっています。 

平成２４年度策定の人材育成基本方針における組織経営に当たっての経営資源である

「人・物・金・情報」の内“人”については、職員一人ひとりの能力を伸ばしていくこと

で増やすことができ、地方自治体にとって、“人”こそが自ら改善することのできる最大

の経営資源であるという認識の下で、職員が能力を向上させ、最大限に発揮することが、

行政効率及び価値を向上させ、住民サービスにつながるという考えを継承しつつ、前記の

課題等への対応に留意するとともに、「人材育成」のみならず、「人材確保」や「職場環境

の整備」を図るという総合的な観点から、改訂することとしました。 

 平成２７年度策定の人材育成基本方針において、職員一人ひとりの能力を最大限に発揮

することが自治体経営としての組織力を向上させ、住民サービス及び職員満足度の向上に

つながるという考えを継承しつつ、前記の課題等への対応に留意するとともに、「人材育成」

のみならず、「人材確保」や「職場環境の整備」を総合的に図る観点から、改定することと

しました。 
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Ⅱ 人材育成基本方針策定の背景とその必要性 

 

１．地方自治体を取り巻く環境変化 

  

社会環境の変化に伴い、自主財源の確保、歳出の削減、職員数の削減など、より効果的、

かつ、効率的な行政運営の推進が求められています。さらに、高齢化の更なる進展、防災

や感染症対応など社会課題の複雑化、町民の価値観が多様化する中では、画一的な施策展

開を見直す必要が生じています。 

また、業務委託の推進、会計年度任用職員等の活用拡大、職員の定年年齢の段階的引上

げ、育児等のため時間的制約のある職員など、公務を支える職員も多様化し、職場環境も

大きく変化しています。 

加えて、「次世代育成支援対策推進法」及び「女性の職業生活における活躍に関する法

律」の趣旨に則り、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を確保し、男女とも

に能力と個性を十分に発揮できる職場環境を構築することや、デジタル技術及びデータを

活用した業務プロセス・サービスの変革が必須とされています。 

 

２．人材育成・確保の必要性 

 

行政課題の複雑化・多様化に伴い、職員に求められる能力はより専門化・複雑化してい

ます。一方で、職員数の削減が進むとともに、本庁職員を志望する人材の減少も進んでお

り、これらの状況に柔軟に対応するためには、職員の能力の一層の向上を図り、その有す

る可能性・能力を最大限引き出していくことや外部人材の活用、広域での確保も含めた多

様な人材の確保も必要であり、これまで以上に積極的に人材育成・確保に取り組むことが

必要となっています。 

とりわけ、デジタル技術の活用は、行政においても必要不可欠のスキルとなっているた

め、改めて職員のリスキリング（学びなおし）が必要となってきています。さらに、地域

住民、企業などの多様な主体との連携や調整する能力を身につけるには、経験を学びに変

えていくことが必要となります。これらをふまえて、人材育成・確保は意図的・計画的に

行う必要があります。 

そういったことから、町政運営の基礎となる個々の職員及び職場全体の力を向

上させるため、自主的・主体的に行動することができる職員の育成を進めるとと

もに、複雑化・多様化する行政課題にも対応できる専門性や行動力のある職員を

育成する必要があります。また、職員が能力を高め、組織の中で持てる能力を発

揮し、意欲を持って仕事ができるよう管理監督者のマネジメント能力の向上を図

ることも重要となっています。               
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３．綾町人材育成基本方針策定の目的 

 

本町は、“自然と共に生き 人と共に生きるまち 綾”をめざすべきまちの姿としてまち

づくりを進めています。 

自然と共に生き、人と共に生きるまちづくりを進めるに当たっては、住民や職員などの

人的資源、すなわち“人材”に依存するところが極めて大きくなります。 

このため町としては、職員の意識改革・能力開発を積極的に行うことで、限られた人員

の中で一人ひとりの能力・可能性を十分に引き出す必要があります。また、人材育成のみ

ならず、多様な人材の活躍を可能にする職場環境の整備、外部人材の活用による人材確保

などを活用することを中・長期的な方針として策定し、総合的な取り組みを具体的に推進

していくことが求められます。 
 
「綾町人材育成基本方針」は、職員一人ひとりの能力開発、多様な人材確保、能力を最

大限発揮できる職場環境の整備を取り組むことにより組織としての総合力を高めることを

目的として策定したものです。 

この基本方針は、本町が“求められる職員像”や能力要件を明らかにするとともに、職

員の能力開発のための取り組みや人材確保、職場環境の整備を総合的な視点から定めるこ

とで、複雑・多様化する行政課題に適切に対応することができる人材、すなわち自治体経

営を推進できる人材育成・確保するための指針となるものです。 
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人材育成基本方針の背景と位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊）CS:（Customer Satisfaction、または Citizen Satisfaction ）顧客（住民）満足度、サービスの受け手である

顧客（あるいは住民）にいかに満足してもらったかをはかる指標、あるいはその指標を向上させるような活動の

こと。 

（**）ES:（Employee Satisfaction）職員が。業務内容や職場環境、人間関係といったことにどれだけ満足しているか

を示す指標。CS を向上させるためには、ES も向上させなければならないという考え方がある。 

 

職員満足度の向上（ＥＳ（**）） 
サービスの提供者である職員の満足度の向上 

 

住民サービスの向上（ＣＳ（*）） 
サービスの受け手である住民の満足度の向上 

自治体経営としての組織力の向上 

 
一人ひとりがその能力を最大限に発揮 

職員のやる気の向上 
職員の意識改革 

 

人材育成施策 
人材育成のための諸施策の実施 

・職員研修 
・人事制度 
  ①人材育成型の人事評価制度の導入 

②適材適所の人材配置 
③能力･業績重視の人事制度など 

求められる職員像・必要な能力

要件の明確化 
人材育成の目的 

求められる職員像、必要な能力要件 
能力開発を推進するための基本方針 

時代の変化に対応できる職員を育成・確保する必要性 

人
材
育
成
基
本
方
針 

町が取り組むべき課題 
・協働による公共サービス 

・迅速な意思決定 

・柔軟な組織編成 

・透明性確保、説明責任等 

・DX への対応 

・多様化する行政課題に対応するため

の人材育成 

社会経済状況の変化 
・少子高齢化 

・経営資源の制約等 

・大規模災害・感染症のリスク 

・デジタル社会の進展 

・価値観の多様化 

・個人のライフプラン 

・若年労働力の絶対量の不足 

・職員に求められる 
能力の変化 

 

・人材確保の多様化 
 

・ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽを保ちな
がら、能力を最大限発揮で

きる職場環境の必要性 

人材確保 

多様な試験方法や人材の採用等 

職場環境の整備 

働きやすい職場の雰囲気の整備 
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Ⅲ 綾町の求められる職員像 

 

１．求められる職員像及び行動指針 

 

求められる職員像 

（タイトル） （職員像） （解説） 

１ 町民感覚 住民から信頼される職

員 

住民が求めているものを住民の立場から

考えることができ、住民からパートナー

として信頼される職員 

２ 業務処理能力 適切な業務処理能力を

備える職員 

地域社会の求めに柔軟に対応し、課題な

どを速やかにかつ適切に解決できる職員 

３ チャレンジ精神 新たな課題に挑戦し未

来を切り拓く職員 

自ら考え積極果敢に行動し、「時代のニー

ズにあわせた政策提案」ができる職員 

４ 使命感、倫理観 使命感をもって公平、

公正に業務を遂行でき

る職員 

行政のプロとしての使命感を持ち、責任

回避をせず、「規律」を重んじ「公平、公

正」に業務に取り組むことができる職員 

５ チームワーク志

向 

職場で信頼される職員 仕事は、職員や住民のつながりによって

成り立っているため、組織の一員として

自覚と責任を持って業務に携わり、上司、

同僚、後輩から信頼される職員 

 

行動指針 

（タイトル） （キーワード） （解説） 

１ 町民感覚 住民本位 常に住民の視点に立ち、現在そして未来

の「住民全体の利益」を考え行動します。 

２ 業務処理能力 拡大充実 担当業務は深く、隣の業務も幅広く身に

つけます。 

３ チャレンジ精神 能力向上 自己啓発に強い意欲を持ち、創意工夫を

こらし、柔軟な発想で「新たな課題」に

挑戦します。 

４ 使命感、倫理観 公平公正 規律を重んじ公平公正に職務を遂行しま

す。 

５ チームワーク志

向 

職員連携 コミュニケーションを通じ職員間の信頼

を築き、「明るく活き活きとした職場」を

つくります。 
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Ⅳ 能力要件及び能力開発の基本的視点と展開 

 

１． 求められる職員像実現のための行動指針、能力要件 

 

1.1 求められる職員像から行動指針、能力要件へ 

 

町の“求められる職員像”である 

 

 

 

 

 

 

 

を具現化していくために必要な能力を、行動指針に対応して表すと、以下のとおりとなり

ます。 

 

〈求められる職員像と能力要件〉 

 

 

 

 

 

 

 

職員は、あらゆる場面において、“求められる職員像”の実現に向けて、必要な能力を獲

得していくとともに、その能力を活用することで、求められる行動指針に沿った行動をと

れるように努めます。 

 

【求められる職員像】 

【求められる職員像】 

に 

求められる行動指針 

【求められる職員像】

に 

必要な能力要件 

１ 町民感覚       住民から信頼される職員 

２ 業務処理能力 適切な業務処理能力を備える職員 

３ チャレンジ精神 新たな課題に挑戦し未来を切り拓く職員 

４ 使命感、倫理観 使命感をもって公平、公正に業務を遂行できる職員 

５ チームワーク志向 職場で信頼される職員 
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1.2 職員に必要となる能力要件 

 

（1） 基礎能力要件 

 求められる職員像実現のための基礎となる、全ての職員に共通して必要な能力や知識、

態度や意識は、以下のとおりです。 

 

【能力・知識】 

項  目 説      明 

業務マネジメント力 業務遂行にあたって、最適な手法を選択し、スケジュールを考え

取り組むことができること。 

対人能力 組織内外の関係者と良好で建設的なコミュニケーションを保つ

ことができること。 

改善工夫力 業務遂行にあたり、常に問題意識を持ち、改善工夫を行おうとす

ること。 

実務に必要な基本的な能

力・知識 

自己の業務分野における基本的な知識 

文書、財務会計、契約などの事務を的確に行うための知識 

ＯＡソフト操作等のＩＴ活用に関する能力 

 

【態度・意識】 

項  目 説      明 

町の発展を願う心 綾町を愛し、将来への夢を持つこと。歴史・文化を学び、その風

土を活かしたまちづくりに取り組むこと。 

顧客意識 顧客（サービス対象者）である住民に常に親切に接し、誠意ある

対応を行うこと。 

コスト意識 費用の使い方のムダを排除すること。費用対効果を考えること。 

チャレンジ精神 自ら進んで、業務の質的・量的な向上を図ろうと、前向きに積極

的に取り組むこと。 

人権尊重意識 様々な立場や考え方、生き方を持った個人の人権を尊重するこ

と。 

実務に必要な基本的な態

度 

業務上のホウレンソウ（報告・連絡・相談）を的確に行うこと。 

法令遵守など、服務や職場でのルールを守ること。チームワーク

を大事にすること。 

さわやかな「あいさつ」「言葉遣い」「電話応対」などを心がける

こと。 

自己管理 健康に留意し、良好な体調で仕事に臨めるよう、自己管理に努め

ること。 

自己研鑽 自分自身の知識やスキルを向上させるために、自発的に努力し続

けること。 
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（２）階層別の能力要件 

 

前述の基礎能力を踏まえたうえで、職員には、それぞれの階層において「求められる行

動」と「習得すべき能力」があります。職員は、その成長過程に従い、それらを確実に習

得していかなければなりません。 

 

階

層 
求められる役割 求められる能力 

課
長 

○ 中・長期的な視点に立って組織の目標や方針を打ち出し、組織

力を最大限に発揮させ、その実現を図る。 

○ 所属職員の能力を的確に把握し、育成支援を行う。 

○ 問題・課題に対して、目標達成に有効な案を選択し、機を逃さ

ず実施する。 

○ 目標達成のために、効果的な手段・方法を練り上げるとともに、

将来見通しから構想をとりまとめる。 

◇組織マネジメント力 

 

◇人材育成力 

◇意思決定力 

 

◇企画・構想力 

 

主
幹
䦅
主
査 

○ 目標や課題などを明確に示し、組織力・個人力を最大限に発揮

させ、その実現、解決を図る。 

○ 担当者の能力に応じて、適切な業務指導を行う。 

○ 複雑な課題を解決するため、関係者と効果的な折衝・交渉、調

整を行う。 

○ 現状の課題・問題と優先順位を的確に位置づける。 

○ 高度な専門知識を習得し、業務を正確かつ迅速に処理する。 

◇業務マネジメント力 

 

◇人材育成力 

◇折衝・調整力 

 

◇判断力 

◇専門知識 

主
任
主
事 

○ 目標や課題などを明確に示し、個人力を最大限に発揮させ、そ

の実現、解決を図る。 

○ 担当者の能力に応じて、適切な業務指導を行う。 

○ 課題を解決するため、関係者と効果的な折衝・交渉、調整を行

う。 

○ 現状の課題・問題と優先順位を的確に位置づける。 

○ 専門知識を習得し、業務を正確かつ迅速に処理する。 

◇業務マネジメント力 

 

◇人材育成力 

◇折衝・調整力 

 

◇判断力 

◇専門知識 

主
事
等 

○ 業務に必要な情報を的確に収集・選択し、効果的に活用する。 

○ 業務遂行にあたり、常に問題意識を持ち、改善や工夫を行う。 

○ 業務に必要な知識・技術・技能を習得し、業務を正確かつ迅速

に処理する。 

◇情報収集・分析力 

◇改善工夫力 

◇一般知識・技術・技

能 

◇理解力 

 

8



 

Ⅴ 人材育成を支える仕組み 

 

１．人材育成・能力開発を支える仕組み 

 

1.1 総合的人事制度 

 

 求められる職員像を実現し、また、そのために必要な能力の向上を図るためには、体系

的な仕組みづくりとその適切な運営が重要となります。 

 

第一の仕組みは、「人事制度」です。人事制度は、適材適所の人材配置の実現を基本とし、

人事上の処遇や評価基準を明らかにし、透明性、公正さを持った運営を行ない、職員の向

上心を保つことができるようにしなければなりません。 

 

第二の仕組みは、「研修制度」です。職員の能力開発の基本は、職員一人ひとりの自発的・

積極的な取り組みが主体であることは当然ですが、能力開発の各段階において、必要とさ

れる研修の機会を提供し、個人の持つ能力を最大限に引き出していくための、人事制度と

連携した｢研修制度｣の運営が不可欠となります。 

 

第三の仕組みは、人が育ちやすい「職場づくり」です。活力に満ち、能力開発意欲を醸

成していくような環境、すなわち、職場におけるさまざまな場面を人材育成のために活用

していくような、人が育ちやすい職場風土を形成していくことが極めて重要となります。 

 

この「人事制度」「研修制度」「職場づくり」を三位一体として、それぞれの施策を有機

的に結合させ、展開することで、人材育成を効果的に進めていくことが必要となります。 

町では、人材育成・能力開発に係る、この三位一体の取り組みをふまえ、全庁的かつ総

合的な施策の推進を行っていきます。 
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1.2 総合的人事制度の基本フレーム 

 

 町が進める「総合的人事制度」では、人事制度、研修制度、職場づくりを総合的に展開

していきます。このことにより、職員の採用から退職に至るまで、その成長過程にあわせ

た、きめ細かな人材育成・能力開発を図ります。 

 

総合的人事制度の基本フレーム 

 

職員の成長過程／目指すべき職員の実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 また、職員の成長段階にあわせた人事制度、研修制度を展開するため、基本的な視点を

下表のようにとらえ、それぞれ必要な施策を重点的に講じることとします。 

 

【職員の成長段階と必要な施策の展開】 

 主事等   ～   主任主事   ～   主査…主幹  ～  課長・参事 

人事制度展開 

の視点 

  進路決定期間 

自己確立期間 
適性発揮期間 

研修制度展開 

の視点 
基盤能力開発 

  高度専門能力開発 

管理能力・経営能力 

 

やる気を高め 

人を活かす 

人事制度 

 

採用・異動 

人事評価制度 

昇任・昇格 

給与制度 

その他 

 

能力を引き出し 

高める 

研修制度 

 

OJT 

Off JT 

自己啓発 

その他 

 

人を育て、活力を生み出す職場づくり 

管理職による職場づくり、提案制度 その他 

課長 

主幹～主査 

適性発見期間 

専門能力開発 

主任主事 

主事等 
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2．人事制度の推進 

 

人事諸制度の構築にあたっては、「職員のやる気を高め、個人の能力を最大限に引き出す」

とともに、その努力や実績、希望（キャリアプラン）などを適正に評価し、応えることを

基本に推進していきます。 

 

2.1 採用・異動 

 

 職員の新規採用については、知識試験のみならず人物面も考慮した適性把握を実施する

など採用方法の検討を行ない、より高い資質と意欲を有する人材を選抜していきます。ま

た、新卒者に限らず、多様な経験等を持った経験者採用の積極的な実施をしていきます。 

異動に関する制度の整備として、育成を主眼として計画的に人事異動を実施する「ジョ

ブローテーション制度」、本人の適性や能力に応じて人事ルート（総合職、専任職など）を

選択できるようにする「複線型人事制度」、本人の異動の希望やキャリア形成、能力開発な

どについて自己申告する「自己申告制度」、特定の部署や職務に対してその部署やポストが

求めている能力要件などを明らかにし、職員の中からの公募によりその職に就かせること

で組織の活力を高めようという「庁内公募制度」などについて研究・検討を行っていきま

す。 

 

【採用・異動にかかわる制度の検討】 

・ 職員の採用（新卒者に限らない経験者採用） 

・ ジョブローテーション 

・ 複線型人事制度 

・ 自己申告制度 

・ 庁内公募制度 

 

2.2 人事評価制度 

 

 職員の能力、勤務実績をより正確に把握し、評価し、その結果で、公正な処遇を実現す

るとともに職員の意欲向上を図り、能力開発に活かすための「人事評価制度」を実施しま

す。 

なお、人事評価制度の実施に当たっては、組織の目標と個人の職務目標を同化させるこ

とによる達成（成果）への意欲の醸成、評価の公平性や納得性の確保、評価者の評価能力

の向上、評価結果の活用などを行うことが必要不可欠な要件となります。このことから、「目

標による管理制度」「評価面談、育成面談制度」などを合わせて実施・改善・検討を進める

ものとします。 
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【人事評価制度の実施・検討】 

・ 育成型人事評価制度 

・ 目標による管理制度 

・ 評価面談、育成面談制度 

・ 評価結果のフィードバック、活用 

 

2.3 昇格・昇任及び希望降任制度・昇任辞退希望制度 

 

 人事評価の結果を昇格・昇任へ活用することにより、能力開発の動機付けとしていくこ

とを検討します。 

 また、希望降任に柔軟に対応します。希望降任とは、管理・監督者の職にあることで、

本人の適性、家庭的事情、身体的事由等により、強いストレスを感じ、ひいては事務の低

下、職場の活力の低下につながるなどの問題を起こすような恐れがある場合、このような

役職者を対象として、本人の希望により、現在就いている職を降任することを承認するこ

とで、職務に対する意欲を再度引き出し、ひいては職場の活性化を図ることを目的とする

制度です。また、「昇任辞退希望制度」は、本人の希望により現在就いている職から昇任し

ないことを承認する制度です。 

 

【昇格・昇任にかかわる制度の検討】 

・ 評価結果の昇格・昇任への活用 

・ 希望降任制度 

・ 昇任辞退希望制度 

 

2.4 その他 

 

 その他、人材育成、人事管理制度のみならず、例えば行政評価制度など、関係する諸制

度について、今後の取り組みの状況、他自治体の状況や成功事例を研究するなど、必要な

制度の整備、見直しを図っていきます。 
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３．研修制度の推進 

 

地方公務員法第３９条は、「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受

ける機会が与えられなければならない。」と規定しています。このことは、職員には研修を

受ける権利があることと同時に、研修に積極的に参加することで、自らの能力を常に高め

ていく義務があるということでもあります。 

職員は、“求められる職員像”となるために、積極的に研修の機会を活用し、その能力開

発に努めなければなりません。 

 

職員の能力開発の具体的手法である「研修」には、｢研修の三本柱｣と呼ばれる次の３つ

があります。 

 

① 職場において、上司・先輩等が仕事を通じて行う職場研修（OJT） 

② 日常の職場を離れた所で実施する職場外研修（Off‐JT） 

③ 職員自身が公務員としての自覚に基づいて自発的に取り組む自己啓発 

 

自己啓発、職場研修のそれぞれの特徴を活かして、目指す能力獲得目標に応じた最も効

果的な手法を選択していくことが必要です。 

 

3.1 職場研修 

 

職場研修（OJT：On the Job Training）とは、職場において上司・先輩等が仕事を通し

て、また、仕事に関連させながら部下を育成・指導するものです。 

職場研修は、日常的な職務に直結し、職員個人の特性に応じたきめ細やかな個別指導が

可能であるとともに、特別な経費を必要としないことから、能力開発においては、極めて

有効な手法です。仕事を進める過程そのものが人材育成であるということができます。 

本町では、職場研修を研修の重要な要素と位置づけ、職場外研修とともに一層の充実を

図っていきます。 

 

日常の業務を通じて行う職場研修は研修の中心であり、管理・監督者の責任でもありま

す。効果的な職場研修が実施できるよう、管理・監督者に対して職場研修に関する研修を

実施します。また、育成面談の実施や職場研修マニュアルの整備等、職場研修を推進する

ための基盤をつくります。 

 

3.2 職場外研修 
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職場外研修（Off‐JT：Off the Job Training）とは、本来の職務から離れて講義を受け

て知識を習得したり、討議等によって考え方を深めたりするもので、集合研修ともいい、

自己啓発や職場研修とともに能力開発における重要な手法です。また、知識・技術を一定

期間、集中的かつ体系的に学習する効果があり、更に、他職場や他の地方公共団体などの

職員との人的ネットワークの形成の場として、互いに意識啓発し合う機会となります。 

職場外研修は、先に述べたとおり、職員の間にかなりの定着をみているところですが、

今後は、職場や職員が求めている能力を育成するための研修ニーズを把握し、時代の変化

に即応した効果的な研修となるよう、また、一方的に与える研修から職員自身が参画して

いく研修とするよう、研修の目的や内容を常に検討していきます。 

 

【職場外研修の内容】 

・ 内部研修の充実 

・ 高度・専門的な研修の充実 

・ 人事交流、派遣研修の推進 

・ 独自研修の推進（民間企業での接遇研修、福祉施設での体験研修、議会傍聴研修など） 

 

3.3 自己啓発 

 

自己啓発とは、職員が自分の時間と費用により、自己の能力開発について主体的に取り

組むことです。能力開発においては、職員一人ひとりの能力向上に対する意欲と主体性が

重要であることから、自己啓発は人材育成の基本的な手法となります。 

また、公務員としての職務を果たす上で、自らの能力を十分に発揮するために常日頃か

ら継続的に自己啓発を行ない、自らの資産価値を高めていくことは、職員としての、当然

の責務であるということができます。日常の業務を遂行することができれば、特に自己啓

発を行う必要性がないのではなく、常に自己の能力を最大限に引き出すための努力をする

べきなのです。 

職員の主体的な自己啓発への取り組みを推進するためには、組織的な支援が必要であり、

これらをより充実させるとともに、今後は、自己啓発を促進するためのきっかけづくりや

自己啓発に取り組みやすい職場環境づくりを醸成していかなければなりません。 

 

【自己啓発支援の内容】 

・ 自主研究グループへの支援 

・ その他自己啓発支援 
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４．職場づくりの推進 

 

人材育成の基本は、職員一人ひとりの主体的取り組みが基本ですが、その主体的取り組

みを醸成していくのは、職場です。仕事を通じた人材育成・能力開発が行われるとともに、

働くことが楽しくなるような明るい職場を形成し、一人ひとりのやる気を高めるような環

境を創り上げていくことが、人材育成・能力開発を進めるうえで、大きな柱となります。 

「人を育て、やる気と活力を生み出す職場づくり」を全庁的な取組課題として推進して

いきます。 

 

4.1 管理職による職場づくりとその支援 

職場において学習的風土を醸成するためには、職場をあずかる管理職の理解と支援が重

要となります。管理職は「学習的職場づくり」は自分の責務として、次のような役割認識

を持つことが必要となります。また、そのような機能・役割を発揮しやすくするため、人

事担当部門において支援策を講じます。 

 

【管理職による職場づくり支援の方法】 

・ 管理職研修の充実 

・ 育成面談制度の充実 

 

4.2 職場改善意識の醸成 

職場改善及びそのための改善改革意識の醸成を目的として、職員による積極的な改善提

案を促進させていきます。 

 

【職場改善意識醸成の方法】 

・ 小集団活動 

・ 改善提案制度 

 

4.3 相談体制の充実 

個人の価値観の多様化に伴い、様々な支援や相談の受け皿が必要になってきました。 

自己啓発、キャリアデザイン（人生設計）、あるいは人事制度全般やセクシャル・ハラス

メント、パワー・ハラスメント、心の健康（メンタルヘルス）など不安に思っていること

等についての相談体制を整えていきます。 

 

【相談体制の方法】 

・ 管理職を中心とした適正な労務管理 

・ 長時間勤務者に対する医師による面接指導 

・ ハラスメント防止措置 
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Ⅵ デジタル人材の育成・確保 

 

１ 趣旨 

全ての国民にデジタル化の恩恵が行き渡る社会を実現するためには、全ての地方公共団

体が、デジタル時代の住民ニーズに合った行政サービスを恒常的に提供できる組織へと変

革し、業務効率化や住民サービスの向上、地域課題の解決に取り組むことが求められてい

ます。 

そのためには、町長の強いコミットメントと、組織の緊密な連携の下で、仕事の進め方、

組織・人事の仕組み、組織文化・風土そのものを変革し、全庁的にデジタル時代の組織へ

と変革することが必要です。 

デジタル人材の育成・確保に当たっての全庁的な組織変革をはじめ、ＤＸの取組が庁内

の各部局で円滑に推進されるよう、特にデジタル人材の育成・確保についての方針を示す

ものです。 

現在、デジタル変革やデジタル実装を進めていくための人材不足の課題は、地方公共団

体に限らず、国や民間企業などあらゆる局面でも顕在化しています。これらのことから、

新たな事項としてデジタル人材の育成・確保に係る内容を盛り込むこととしました。 

 

1.1 ＤＸ基本方針 

 本町では令和６年１０月に策定された綾町ＤＸ推進計画の基本方針において、ＤＸを「先

入観を排除しゼロベースであるべき姿を定義し、それを実現すること」と定義し、そこに

デジタルの知識を持つことにより余力を持たせるための一つの手段としています。 

また、限られた人的・物的・経済的資源の中で、全領域で同時並行的に DXを推進するこ

とは困難であることとしており、下記において優先事項として定め、重点的に取り組むこ

とを推進しています。 

 

方針 詳細 

（１） 便利で充実した行政

サービスの実現 

 

町民視点で行政サービスをデザインし、時間や場所にとら

われない行政サービスを提供することで町民の利便性向上

を図ります。 

（２） 行政事務の効率化 

 

職員数が減っても複雑化・多様化する行政ニーズに対応し

続けられるように、行政事務の効率化に取り組みます。 

 

２ 求められるデジタル人材 

2.1 ＤＸ推進リーダー 

 本町におけるＤＸ推進リーダーは「自分のまわりや他の課係の職員に、余力、考える時

間、変える気力を生み出すことのできる人材」と定義し、高度専門人材やベンダー等の民
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間事業者と一般行政職員との橋渡しを行うとともに、他の地方公共団体との連携について

も検討しながらＤＸの取組をリードします。 

 

2.2 一般行政職員 

 情報社会においてデジタルツールを使いこなすスキルやデジタルリテラシーは特別な能

力ではなく、接遇等と同じ一般教養であり全職員が備えるべき標準的なスキルであると考

えます。ペーパーレス、オンライン会議等を積極的に実施するほか、日常業務においてデ

ジタルツールを活用する等、日常業務の効率化に向けた実践を行うとともに、住民等に対

し業務に関連したシステムなどの操作方法の説明を行う。 

 

2.3 高度専門人材 

（１）デジタルツールの「目利きができる」・「作ることができる」人材であり、町にお

いて、ＤＸ戦略、データ分析、ユーザー環境、セキュリティ、システム監視・管理など

の各分野において、専門性を発揮することができる。 

（２）ＤＸの取組をリードするとともに、デジタル技術を活用した課題解決に係るシステ

ムの実装や、ＤＸに向けた意識の醸成・組織風土の改革、デジタル人材の育成等、職員

が進めるＤＸの取組のマネジメントができる指導的役割を果たします。 

 

３ 求められる人材のレベルごとの育成・確保目標 

ＤＸの取組を着実に推進するため、具体的にどのような知識・技能を有する人材が必要

かという観点から、育成・確保すべき人材について、以下のとおり、人材の類型に応じ、

それぞれ育成・確保する具体的な目標を設定します。 

3.1 ＤＸ推進リーダー 

・ＤＸ推進担当職員、各所属の代表及びデジタル技術に長けた職員で組織するＤＸ推進チ

ーム（綾町ＤＸ推進計画に位置づける部会等）のメンバーについて、システム調達・発

注やプロジェクトマネジメントにおいて、組織の中核を担い、ＤＸ推進をリードする役

割を担うことができるよう育成します。デジタル技術に長けた職員は、各所属に１人以

上配属できるよう努めるものとします。 

 

3.2 高度専門人材 

・相当の技術・経験を持つことが条件となるため、原則として、委託その他の方法による

外部人材の活用を原則とします。取り組むプロジェクトの期間・内容に応じて、どのよう

な専門的な知識・技能を有する人材が必要か、また必要な人数はどれくらいかを検討し、

確保します。 

 

４ 求められるデジタル人材の育成・確保 
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4.1 ＤＸ推進リーダー 

ＯＪＴや育成プログラムなどの研修の実施のほか、民間事業者や大学などの講座の受講、

資格取得の促進を推進するとともに、勤務経験や資格保有状況等に応じた採用試験時にお

ける加点についても検討します。また、高い専門性に対する正当な評価や処遇のあり方に

ついても検討を行います。 

4.2 一般行政職員 

管理職層がＤＸの取組を阻害することがないよう、管理職層のＤＸへの心理的ハードル

を下げるとともに、各職員が、導入されたデジタルツールを活用できる能力を習得できる

ようＯＪＴや研修の実施により育成します。 

4.3 高度専門人材 

デジタルに関して高度な知識・技能を有する高度専門人材は、組織内部での育成は容易

ではないことから原則として、委託その他の方法による外部人材の活用を原則とします。 

 

（５）人材育成・確保に係る実施体制 

ＤＸ推進リーダーや一般行政職員の育成・高度専門人材の確保の取組について、綾町Ｄ

Ｘ推進本部と人材育成・人事担当部局が連携した体制のもと、人材育成・確保に係る実施

の取組を推進します。 
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Ⅶ 人材育成、能力開発の体制とその推進 

 

人材育成・能力開発を効率的、効果的に推進していくためには、全庁の各階層、各職制

が一丸となって、それぞれの役割を正しく果たすことが必要となります。 

 各階層、各職制に対して、それぞれ次のような役割を設定します。    

 

● 組織リーダーとして、人材育成サポーターとしての「トップ」の役割   

 

綾町の行政水準、提供する行政サービスの質の程度を大きく左右するのは、実際に行政

を担っていく職員の意欲、能力の水準そのものとなります。したがって、トップが住民ニ

ーズに的確に対応した質の高い行政を展開し、住民の付託に応えていくためには、意欲と

能力を持った多数の職員を育成し、組織全体の力量を高めていくことが大前提となります。 

 また、職員が、職場で、仕事を通じて学び、鍛えられ、能力を伸ばしていくためには、

職員一人ひとりが主体的に自己の能力開発に取り組むこと、管理・監督者がそれを適切に

支援することが必要となりますが、そうした取り組みの成否の決め手となるのは、トップ

自身の姿勢となります。 

 トップ自身が人材育成・能力開発の重要性を認識し、職員が人材として育つことを期待

し、応援していくこと、そして、こうしたトップの方針、意欲、姿勢が明確に職員に伝え

られてこそ、職員は自己啓発に励み、管理・監督者は部下の育成に力を尽くすことになり

ます。 

 トップは、このことを十分認識し、人材育成・能力開発のサポーターとして、意欲を持

って自己啓発や新しい施策に取り組もうとする職員を激励し、評価し、育てていくように

心掛けなければなりません。       

       

● 人材育成キーパーソンとしての「管理・監督者」の役割  

 

人が育つためには、日常の仕事を通しての指導・教育が大切ですが、その中心となるの

は職場の管理・監督者です。 

 個々の職員について能力開発のニーズを最も的確に把握し、それぞれの能力や性格に応

じて指導することができるのは、当該職員の上司たる管理・監督者であるからです。また、

職員に適切に仕事を割り振ったり、公正な人事管理を行ったりすることによって意欲的に

仕事をさせるようにすることができるのも、当該職員の上司たる管理・監督者であるから

です。 

 このようなことから、職員の人材育成・能力開発において、実際の鍵を握るのは職場の

管理・監督者であるということができます。 
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 管理・監督者の中には、新しい問題提起や提案を行おうとする職員の意欲を失わせたり、

職場の雰囲気を重苦しいものにしたりするなど、人材育成や職場の活性化を大きく阻害し

ている者も、時として見受けられます。      

 管理・監督者の意識と行動が職員のやる気や職場の雰囲気を大きく左右することから、

管理・監督者はそのことを十分に自覚し、人材育成のキーパーソンとしての責任を果たす

ようにしていかなければなりません。      

    

● 人材育成の主体としての「職員」の役割      

 

人材育成にとって職員一人ひとりの意欲と情熱が最大の武器であることは論をまちませ

ん。どれほど工夫された人材育成・能力開発を実施したとしても、受け手の側に学ぶ意欲

と姿勢がなければ､その効果はほとんど期待できないでしょう。逆に､常に向上心を持ち、

意欲を持って仕事に取り組んでいけば、ことさら人材育成・能力開発の機会を待たずとも、

相当の実力を身につけていくことは可能となります。 

 組織が行う人材育成･能力開発は、あくまで意欲ある人に対して､能力を高めるための「ヒ

ント」と「チャンス」と｢フィールド｣を与えるものです。 

 職員は、与えられることを待つばかりでなく、主体的に、意欲的に能力開発の機会を捉

え、自己の能力を高める努力を行うことで、自己実現と組織貢献を行わなければなりませ

ん。          

   

● 人材育成の中核としての「人材育成担当者」の役割     

 

人材育成を組織的・体系的に展開し、学習的風土を維持していくためには、人材育成シ

ステムと他の人事システムを密接に連携させていく必要があります。例えば昇格・昇任や

昇給制度との連携などです。いくら懸命に能力開発に励んでも、何ら具体的な見返りがな

ければ、達成意欲は削がれ、いずれ人材育成システムは形骸化していくでしょう。 

 ジョブローテーションにおいても、その職員の人材育成プログラムを無視して、単に何

年たったからとか、ポストが空いたからという理由だけで実施されていたとしたら、本来

の職歴開発の意味がなくなります。 

 人材育成はすべての人事システムを連携させた形で、あるいは人事システムの中に取り

込んで運用されなければなりません。 

 人材育成担当部門では、組織や職員一人ひとりの人材育成・能力開発に関しての必要な

調査研究､情報提供を行うシンクタンクとして、また組織横断的な課題についての統合機関

としての中核的役割を担います。        
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綾町職員研修体系

（一般研修課程、専門研修課程）

職

員

研

修

階層別研修

個別選択研修

宮崎県市町村職

員研修センター

一

般

研

修

選

択

研

修

市町村職員研修
（市町村アカデミー）

自治大学校研修

内

部

研

修

新規採用職員研修

一般職員研修１

新任課⾧研修

管理能力

政策形成能力

法務能力

業務遂行能力

専門研修

専門研修

業務研修

出前研修

職員が担当する事務を執行するのに課等において

日常的に行われる研修

複数の団体で共催し、各団体へ講師を派遣するこ

とができ、自由度の高い研修を行う

自

己

啓

発

意識改革

専門実務研修

新規採用職員

2～5年目職員

6～10年目職員

11～16年目職員

係⾧職についた者

課⾧職についた者

希望者

希望者

希望者

希望者

希望者

外

部

研

修

海外、国、他の地方公共団体（県、組合等）行政

機関、民間企業等へ派遣して行う研修

研修名 対象者 内容

一般職員研修２

一般職員研修３

経験年数に応じた研修

経験年数に応じた研修

経験年数に応じた研修

経験年数に応じた研修

本を読む、セミナーに参加する、資格取得を目指

すなど自分の意思で能力や思考を高めるための取

り組み

新任係⾧研修

市町村を担う人材育成のための中央研修（実践的

かつ高度な専門研修）

地方公務員に対する高度の研修を行う中央研修期間

職員が担当する事務を執行するのに直接必要な専

門的及び技能を習得する研修

危機管理・自己管理等

課題解決・企画力等

行政法・自治法・民法等

事務処理・情報収集能力等

法令遵守等

契約事務・債権徴収事務等

希望者

経験年数に応じた研修

経験年数に応じた研修
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